
















 

 

 

 

 

 

 

【社員共育委員会】 
 
「若手の離職について考える」 
 

社員共育委員会では毎月第 3 水曜日に委員会を事務局にて開催しています。 

その中で「学習会」という時間をとり、決められた報告者が問題提起をし、討論しています。 

先々月はＦ部長から、「若手の離職」について問題提起をして頂きました。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

「若手社員 2 名（27 歳、29 歳）が辞める事になった」 

「1 人が同業の家業継ぎたい、一人が独立したいという理由で退職」 

辞めるときに「新規事業を任されたが助けが無く孤独だった」「35 歳にならないと役職が付かない」

という声があった。 

と報告があり、再発防止にはどう取り組むべきか問題提起がありました。 

 

討論では 

根本原因は「コミニュニケーション不足」「キャリアプラン、将来設定への不安」などが挙げられまし

た。 

各メンバーからは「離職の原因を検証し、幹部と共有して次への糧とする」「社員は不満を言う機会が

ない」「直属上司がいても人間的に話せない時も有る」「社長がいつも見ているという社風を作る必要

があるのではないか」など討論となりました。 

後に組織運営の仕組みづくりの話題となり「評価制度、賃金テーブルは社員に周知されているか」「規

定の作成、改訂は社員と共有・検討しているか」「評価者の能力向上も重要」「仕組み化を図るには組

織の成熟度を上げる必要があるのではないか」という討論になりました。 

F 部長からは「離職を受け入れ、幹部で原因を共有してもっと良い会社にしていきたい」 

とありました。 

 

前回も若手の離職問題でした。 

中小企業での離職は組織運営に大きな影響を与えます。しかし、離職の問題から逃れる事はできませ

ん。離職を受け入れ、原因を探り、幹部社員と共有し、話し合い、指導を重ね、社員教育を推進し、

離職率を下げる努力をし続けなければならないと学びました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

こんな学習会をしています。 

自社の経営課題をお持ちになってゲスト参加してみませんか？ 

 

【次回社員共育委員会】 

■日 時：１０月１８日（水）１７：３０～ 

■会 場：山形同友会事務局（山形市南館 3-26-26-102 電話 023-645-5500） 

※同友会事務局に電話１本でＯＫ！ゲスト参加お待ちしております。 
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【女性部会】 
 

この 9 月に、女性部部会長が、秋田「男女共生部会主催経営研究フォーラム」「中同協女性部連絡

会議」に参加してきました。今回は、“同友会の”「男女共同参画」についてお話したいと思います。 

男女共同参画基本法は、H8 年の「男女共同参画推進連携会議」の発足に始まり、H11 年公布・制定

されました。基本法では、男女共同参画社会を実現するため、基本理念を定め、国・地方公共団体・

国民、それぞれの責務を明らかにしています。ちなみに、5 つの基本理念とは●男女の人権の尊重●

国際的協調●社会における制度又は慣行についての配慮●家庭生活における活動と他の活動の両立●

政策等の立案及び決定への共同参画、です。是非、詳しく調べてみてください。 

  

なぜ、女性だけが守られるのか？女性に有利な制度じゃない？って、思っていませんか？「男女共

同参画」を進めることは、まだまだ国際的にみて低い、日本のジェンダーギャップ指数を上げること

で、女性の能力を発揮し活用する事、男性の働きすぎ・責任の持ちすぎを防ぎ、男性にとってもバラ

ンスの良い社会生活の実現に役立つのです。これは、男女が、長く健康に働き続けることでもあるの

です。 

  

あなたの職場の女性が、保育所にお迎えに行くので残った男性社員(独身女性)が急な残業、保育所

から介護施設から電話が行くのはお母さんのケータイ、というシーンは当たり前ですね・・・。例え

ば「パパ、今日は、大切なお客様へフォローが発生したの、お迎えを代わってくれる？」「部長、今日

は急な保育園のお迎えが出たのですみませんが、在宅勤務に変更します」など、こんな働き方が実現

したら・・・・ 

  

6 月の、女全交の基調講演、昭和女子大学総長の坂東眞理子氏は、女性リーダー育成には「女性が

覚悟を持って一肌脱ぐ」「女性の得意な思考である“連携するリーダー”部下の能力を引き出す”支える

リーダー”を発揮しよう」の意識改革が必要、会社は、その場の提供と抜擢の責任がある。と提言して

いました。 

  

ある指数では「脳の思考の特徴で、女性の方が時間当たり労働生産性が高い」との結果も報告され

ています。これは、5 時で会社を出なければならない、顧客の心に生活者の視点で寄り添うことが得

意、消費者の目線でニーズがわかる、などの特徴があるからだそうです。この指数が事実なら、活用

しない手はありません。 

まずは、職場の女性社員の背中をおす、場を与える、家庭の奥様の仕事を知ってみる・応援する、か

ら始めませんか？(もちろん女性も、旦那様の仕事を知ってねぎらうことも大切ですね・・笑) 

  

共同の参画で、一緒に楽しんで、一緒に力を合わせて、同友会で学ぶ企業だからこそ、身について

いる「人を生かす経営」の道を進みましょう！ 

  

今回は、ちょっと崇高な話題になりましたが(笑)実は、一番身近な大切な話題。 

女性部で、是非、語り合いましょう！ 

 

                         

 

 

 

 

 


